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〈
国
民
年
金
保
険
料
免
除
等

の
申
請
に
つ
い
て
〉

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、

万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮

の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ

な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
経
済

的
な
理
由
等
で
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、

保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な

る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納
付

猶
予
制
度
（
50
歳
未
満
が
対
象
）」
が

あ
り
ま
す
の
で
、
住
民
登
録
を
し
て

い
る
町
役
場
の
国
民
年
金
担
当
窓
口

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

書
は
窓
口
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

平
成
30
年
度
の
免
除
等
の
受
付
は

平
成
30
年
７
月
１
日
か
ら
開
始
さ
れ
、

平
成
30
年
７
月
分
か
ら
平
成
31
年
６

月
分
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審

査
を
お
こ
な
い
ま
す
。

ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過
去
期
間

に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を
提
出
し
た

日
か
ら
２
年
１
カ
月
前
ま
で
に
な
り

ま
す
。
失
業
等
に
よ
り
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
に

な
っ
た
も
の
の
、
申
請
を
忘
れ
て
い

た
た
め
に
未
納
期
間
を
有
し
て
い
る

方
等
は
、
一
度
、
年
金
事
務
所
ま
た

は
町
役
場
の
国
民
年
金
窓
口
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▼
問

▽
郡
山
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
４-

９
３
２-

３
４
３
４

▽
住
民
課
住
民
グ
ル
ー
プ

　

☎
62-

８
１
２
６

〈
国
民
年
金
保
険
料
の
「
後

納
制
度
」
に
つ
い
て
〉

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
期

限
か
ら
２
年
を
過
ぎ
る
と
時
効
に

よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。し

か
し
な
が
ら
、
法
律
改
正
に

よ
る
時
限
措
置
と
し
て
、
過
去
５

年
以
内
に
納
め
忘
れ
た
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
出
来

る
「
後
納
制
度
」
が
平
成
27
年
10

月
か
ら
平
成
30
年
９
月
ま
で
の
３

年
間
に
限
り
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。後

納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で

年
金
額
を
増
や
す
こ
と
や
、
年
金

の
受
給
が
で
き
な
か
っ
た
方
が
年

金
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
す
で
に
老
齢
基
礎
年

金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
申

込
み
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
お

近
く
の
年
金
事
務
所
ま
た
は
「
ね

ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
」
へ
基

礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の
を
ご

用
意
の
う
え
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▼
問

▽
郡
山
年
金
事
務
所

　

☎
０
２
４-

９
３
２-

３
４
３
４

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

▽
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０-

０
０
３-

０
０
４

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

〈
年
金
相
談
の
予
約
に
つ
い
て
〉

日
本
年
金
機
構
で
は
全
国
の
年

金
事
務
所
、
街
角
の
年
金
相
談
セ

ン
タ
ー
で
の
年
金
相
談
の
予
約
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

年
金
事
務
所
等
の
窓
口
で
年
金

請
求
の
手
続
き
や
、
受
給
し
て
い

る
年
金
に
つ
い
て
の
相
談
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

ご
連
絡
の
際
は
「
基
礎
年
金
番

号
」
の
わ
か
る
年
金
手
帳
や
年
金

証
書
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

※
電
話
が
か
か
り
に
く
い
場
合
は

　

時
間
を
お
い
て
お
か
け
直
し
く

　

だ
さ
い
。

※
予
約
状
況
に
よ
っ
て
は
、
ご
希

　

望
に
添
え
な
い
場
合
が
ご
ざ
い

　

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
ご
相
談
に
お
越
し
の
際
は
、
年

　

金
手
帳
や
証
書
な
ど
基
礎
年
金

　

番
号
の
分
か
る
も
の
の
他
に
、

　

運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認

　

書
類
も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
予
約
申
込
先

　

予
約
専
用
受
付

　

☎
０
５
７
０-

05-
４
８
９
０

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

▼
受
付
時
間

　

月
～
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
土
曜
、
日
曜
、
祝
日
、
年
末
年

　

始
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

〈
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン

タ
ー
に
よ
る
内
部
被
ば
く
検

査
を
実
施
し
ま
す
〉

福
島
県
で
は
、
県
民
の
安
全
・
安

心
と
将
来
の
健
康
管
理
の
た
め
に
、

県
民
の
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
保
健
福
祉
課
ま
で
電

話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
実
施
日
時

▽
８
月
16
日
（
木
）

　

午
後
１
時
～
４
時
30
分

▽
８
月
17
日
（
金
）・
18
日
（
土
）

　

①
午
前
９
時
30
分
～
午
後
０
時

　

②
午
後
１
時
～
４
時
30
分

▼
実
施
場
所

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　
（
三
春
町
南
町
26-

１
）

▼
申
込
期
限　
８
月
６
日
（
月
）

▼
検
査
対
象
者

①
検
査
日
実
施
前
日
の
時
点
で
福

　

島
県
内
の
市
町
村
に
住
民
票
が

　

あ
る
方
、
ま
た
は
福
島
県
内
の

　

事
業
所
も
し
く
は
学
校
等
に
通

　

勤
・
通
学
し
て
い
る
方
。

②
平
成
23
年
３
月
12
日
時
点
で
福

　

島
県
内
の
市
町
村
に
住
民
票
が

　

あ
っ
た
方
、
も
し
く
は
居
住
し

　

て
い
た
方
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の

　

方
か
ら
、
平
成
24
年
４
月
１
日

　

ま
で
に
出
生
し
た
方
。

③
平
成
23
年
３
月
12
日
時
点
で
福

　

島
県
外
に
住
民
票
が
あ
っ
た
方

　

の
う
ち
、
福
島
県
県
民
健
康
調

　

査
の
対
象
と
さ
れ
た
方
。

※
年
齢
や
受
検
回
数
に
よ
る
制
限

　
は
あ
り
ま
せ
ん
。

１
．
検
査
の
目
的

体
内
に
あ
る
放
射
性
物
資
を
測

り
、
概
ね
一
生
の
間
に
受
け
る
と

思
わ
れ
る
線
量
を
推
計
す
る
た
め
。

２
．

①
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
ー
に
よ
る
体

　

表
面
汚
染
検
査
（
約
２
分
）

②
全
身
計
測
装
置
ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ

　

カ
ウ
ン
タ
ー
（
Ｗ
Ｂ
Ｃ
）
検
査

　

に
よ
る
全
身
検
査
（
約
２
分
）

※
検
査
に
お
い
て
放
射
線
を
浴
び

　

た
り
、
痛
み
を
伴
う
こ
と
は
あ

　

り
ま
せ
ん
。

３
．
検
査
の
流
れ

受
付
→
検
査
内
容
の
説
明
→
①

体
表
面
検
査
→
②
Ｗ
Ｂ
Ｃ
に
よ
る

検
査

○
受
付
か
ら
終
了
ま
で
約
30
分
と

　

な
り
ま
す
。

○
４
歳
未
満
で
椅
子
に
座
っ
た
姿

　

勢
が
保
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
受

　

検
可
能
で
す
。
そ
の
際
、
①
の

　

検
査
は
省
略
し
原
則
お
む
つ
ま

　

た
は
パ
ン
ツ
の
み
で
②
を
行
い

　

ま
す
。

４
．
検
査
結
果

検
査
結
果
は
後
日
郵
送
、
ま
た

は
当
日
配
布
に
よ
り
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

▼
予
約
申
込
・
問

　

保
健
福
祉
課

　

健
康
づ
く
り
グ
ル
ー
プ

　

☎
62-

５
１
１
０

　

（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　

予
約
受
付
）
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